
（単位：百万円）

1,604,399 12,838,183
34,000 2,408,471
51,574 226,875
1,036 121,986

383,383 168,713
619,410 935,823
22,069 70

4,044,077 331,660
11,714,113 682,769

5,577 408,925
565,486 914,464

1,268,102 7,863
135,422 100
160,965 8,510
97,769 1,186
369,616 10,399

△ 104,288 8,529
30

5,124
369,616

19,449,304

342,037
296,568
597,723

1,236,329
8,591

△ 9,292
△ 5,560
△ 14,614
△ 20,875
307,957

1,523,411
20,972,716 20,972,716

少 数 株 主 持 分

（ 純 資 産 の 部 ）

負 債及 び純 資産 の部 合計
純 資 産 の 部 合 計

（ 負 債 の 部 ）

科     目

株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金

役 員 賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金

為 替 換 算 調 整 勘 定
その他の包括利益累計額合計

再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計

資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金

預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー及び売渡手形
売 現 先 勘 定

資 産 の 部 合 計

繰 延 税 金 負 債

有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
繰 延 税 金 資 産

社 債

睡眠預 金払 戻損 失引 当金
偶 発 損 失 引 当 金
移 転 関 連 費 用 引 当 金

特 定 取 引 負 債
借 用 金
外 国 為 替
短 期 社 債

信 託 勘 定 借
そ の 他 負 債
賞 与 引 当 金

支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

金 銭 の 信 託

外 国 為 替
リース債権及びリース投資資産
そ の 他 資 産

貸 出 金

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金
買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産

科     目

現 金 預 け 金
コールローン及び買入手形
買 現 先 勘 定

第 141 期     中    間    決    算    公    告

金    額 金    額

（ 資 産 の 部 ）

中間連結貸借対照表（平成23年9月30日現在）

有 価 証 券

平成23年12月22日
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社
取締役会長兼 取締役社長 常陰 均
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（単位：百万円）

441,199

24,523

112,146

（ 76,015 ）

（ 31,359 ）

85,871

1,441

207,353

9,862

357,264

40,717

（ 25,605 ）

29,175

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

                  中間連結損益計算書

科                   目 金                   額

経 常 収 益

信 託 報 酬

資 金 運 用 収 益

平成２３年 ４月 １日から
平成２３年 ９月３０日まで

154,671

115,744

16,955

83,935

512

4,467

79,980

16,330

10,534

26,865

53,115

6,444

46,670

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

少 数 株 主 利 益

中 間 純 利 益

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費
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連結注記表 
  

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
  

中間連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 
１. 連結の範囲に関する事項 
 （1)連結される子会社及び子法人等    55 社 
 主要な会社名 
      住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社 

  日興アセットマネジメント株式会社 
  住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社 
  住信アセットマネジメント株式会社 
  すみしん不動産株式会社 
  Sumitomo Trust and Banking Co.（U.S.A.) 

 なお、DBS Asset Management Ltd ほか３社は株式取得により、当中間連結会計期間から連
結の範囲に含めております。 

 （2)非連結の子会社及び子法人等 
 主要な会社名 
      住信 iハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合 
 ハミングバード株式会社ほか 41 社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であ

り、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務
諸表規則第５条第１項第２号により連結の範囲から除外しております。 
また、その他の非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分
に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企
業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しい
ため、連結の範囲から除外しております。 

２. 持分法の適用に関する事項 
 （1)持分法適用の関連法人等   14 社 
 主要な会社名 
      住信ＳＢＩネット銀行株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
     ビジネクスト株式会社 
 なお、中央三井信不動産株式会社ほか２社は株式の取得により、当中間連結会計期間から

持分法適用の範囲に含めております。 
 （2)持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 
 主要な会社名 
      住信 iハイブリッド型ベンチャー投資事業有限責任組合 
 ハミングバード株式会社ほか 41 社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であ

り、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、中間連結財務
諸表規則第７条第１項第２号により持分法の対象から除いております。 
また、その他の持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、中間純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除
いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いておりま
す。 

３. 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 
 （1)連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 
   10月末日     １社 
  ３月末日     １社 
５月末日     １社 
６月末日     13社 

    ７月末日     ４社 
    ９月末日     35社 
 （2)10 月末日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等については、７月末日現在

で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、３月末日を中間決算とする連結される子
会社及び子法人等については、９月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表によ
り、５月末日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等については、８月末日現
在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、６月末日を中間決算日とする連結され
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る子会社及び子法人等のうち１社については、９月末日現在で実施した仮決算に基づく中
間財務諸表により、また、その他の連結される子会社及び子法人等については、それぞれ
の中間決算日の中間財務諸表により連結しております。 
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整
を行っております。 

４. 会計処理基準に関する事項 
 （1)特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 
 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間

の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という)の取引について
は、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引
負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」
及び「特定取引費用」に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決
算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決
算日において決済したものとみなした額により行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等
に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における
評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末にお
けるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

 （2)有価証券の評価基準及び評価方法 
 （ｲ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定

額法)、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株
式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式につい
ては、中間連結決算日前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法（売却原価は主とし
て移動平均法により算定)、株式以外の時価のあるものについては中間連結決算日の市
場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定)、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っ
ております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により
処理しております。 

 （ﾛ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（1)及び（2)（ｲ）
と同じ方法により行っております。 

 （3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。  
 （4)減価償却の方法 
 ①有形固定資産（リース資産を除く） 

当社の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物
附属設備を除く）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按
分し計上しております。 
また、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建  物 ３年～60 年 
その他 ２年～20 年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づ
き、主として定額法により償却しております。 

 ②無形固定資産（リース資産を除く） 
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、当社並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５
年）に基づいて償却しております。 
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で
償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却して
おります。 

 ③リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 （5)貸倒引当金の計上基準 
 当社の貸倒引当金は、予め定めている償却･引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権

―4―



 

については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可
能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
（以下「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的
に判断し必要と認める額を計上しております。 
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要
する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以
上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ
ュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸
出条件緩和実施前の約定利子率等、債権の発生当初の約定利子率で割引いた金額と債権の
帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引当てて
おります。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施
し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ
いて上記の引当を行っております。 
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等
を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引当てております。 
また、上記の他、東日本大震災における影響について合理的に見積った上で必要と認めら
れる額を計上しております。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の
評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし
て債権額から直接減額しており、その金額は 61,741 百万円であります。 

 （6)賞与引当金の計上基準 
 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 
 （7)役員賞与引当金の計上基準 
 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額の

うち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 
 （8)退職給付引当金の計上基準 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法
は以下のとおりであります。 

 過去勤務債務 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主
として 10 年）による定額法により損益処理 

 数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（主として 10 年）による定額法により按分した額を、そ
れぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

 （9)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
 睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金

者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上し
ております。 

 （10)偶発損失引当金の計上基準 
 偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生す

る可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 
 （11)移転関連費用引当金の計上基準 
 移転関連費用引当金は、東京地区拠点ビルの統廃合及び共同開発等に伴い発生する損失に

備えるため、合理的な見積額を計上しております。 
 （12)外貨建資産・負債の換算基準 
 当社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関

連法人等株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しておりま
す。 
連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等
の為替相場により換算しております。 
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 （13)リース取引の処理方法 
 国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によってお
ります。 

 （14)重要なヘッジ会計の方法 
 （ｲ)金利リスク・ヘッジ 
 当社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業に

おける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」という)に規
定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を
相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利ス
ワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。ま
た、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利
変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のう
ち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱
い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 15 号)を適用して実施しておりまし
た多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管
理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定し
たそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。 
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は 949
百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益は 71 百万円（同前）であります。 

 （ﾛ)為替変動リスク・ヘッジ 
 当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法

は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別監査委員会報告第 25 号」
という)に規定する繰延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す
る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象
である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在する
ことを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前に
ヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベ
ースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価
ヘッジを適用しております。 

 （ﾊ)連結会社間取引等 
 デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部

取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取
引等に対して、業種別監査委員会報告第 24 号及び同第 25 号に基づき、恣意性を排除し
厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行って
いるため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消
去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。 
連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ、時価
ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。 

 （15)消費税等の会計処理 
 当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下「消費税

等」という）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除
対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。 

  
（追加情報） 
 当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月４日）及
び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
24 号平成 21 年 12 月４日）を適用しております。 
なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 14 号）
に基づき、当中間連結会計期間の「貸倒引当金戻入益」及び「償却債権取立益」は、「その
他経常収益」に計上しております。 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 
１. 関係会社の株式及び出資金総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資金を除く） 

66,853 百万円 
２. 貸出金のうち、破綻先債権額は 15,402 百万円、延滞債権額は 82,946 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由
により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という)のうち、法人
税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号)第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同
項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は
支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上
遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 55,311 百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の
減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行
った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
153,660 百万円であります。 
なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号)に基づき金融取引として処理しており
ます。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再)担保という方法で自由に処分できる
権利を有しておりますが、その額面金額は 2,899 百万円であります。 

７. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
  担保に供している資産 
   特定取引資産         127,973 百万円 
   有価証券              936,350 百万円 
   貸出金              447,843 百万円 
   リース債権及びリース投資資産  18,998 百万円 
   その他資産               565 百万円 
   担保資産に対応する債務 
   預金              33,068 百万円 
   売現先勘定             121,986 百万円 
   借用金             231,630 百万円 
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
540,409 百万円及びその他資産 172 百万円を差し入れております。 
また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は 2,938 百万円、保証金は 18,089 百万円及びデ
リバティブ取引の差入担保金は 100,794 百万円であります。  

８. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出
を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を
貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 7,797,351 百
万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能
なものが 6,213,250 百万円あります。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高
そのものが必ずしも当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フロー
に影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保
全及びその他相当の事由があるときは、当社並びに連結される子会社及び子法人等が実行申
し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられて
おります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、
契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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９. 土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布 法律第 34 号）に基づき、当社の事業
用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価
に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。 
再評価を行った年月日 
平成 11 年３月 31 日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布 政令第 119 号）第２条第
１号に定める標準地の公示価格及び同条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調
整を行って算出。 

10. 有形固定資産の減価償却累計額 107,273 百万円 
11. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入

金 125,000 百万円が含まれております。 
12. 社債には、劣後特約付社債 618,668 百万円が含まれております。 
13. 当社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託 501,112 百万円、貸付信

託 412 百万円であります。 
14. 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対

する保証債務の額は 111,544 百万円であります。 
15. 銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国際統一基準）は、

16.81％であります。 

 

  
（中間連結損益計算書関係） 
１. その他経常収益には、貸倒引当金戻入益 2,123 百万円、持分法投資利益 1,898 百万円を含ん

でおります。 
２. その他経常費用には、株式等償却 9,906 百万円、移転関連費用引当金繰入額 2,909 百万円を

含んでおります。 
３. その他の特別損失は、統合関連費用であります。 
４. 中間包括利益     34,903 百万円 
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（金融商品関係） 
○ 金融商品の時価等に関する事項 
 平成 23 年９月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次
表には含めておりません（（注２）参照）。 
また、連結される子会社及び子法人等の金融商品のうち金額的重要性の乏しいものについて
は、当該帳簿価額を時価としております。 

 （単位：百万円） 
 中間連結貸借対 

照表計上額 
時価 差額 

（1) 現金預け金（＊１） 
（2) コールローン及び買入手形 
（3)  買現先勘定 
（4) 債券貸借取引支払保証金 
（5) 買入金銭債権（＊１） 
（6) 特定取引資産 

売買目的有価証券 
（7) 金銭の信託 
（8) 有価証券 

満期保有目的の債券 
その他有価証券 

（9) 貸出金 
   貸倒引当金（＊２） 
 
（10) 外国為替 
（11) リース債権及びリース投資資産（＊１） 

1,604,330 
34,000 
51,574 
1,036 

354,442 
 

309,104 
10,069 

 
307,981 

3,526,906 
11,714,113 
△75,894 

1,604,330 
34,000 
51,574 
1,036 

354,595 
 

309,104 
10,069 

 
408,180 

3,526,906 
 
 

－ 
－ 
－ 
－ 
153 
 

－ 
－ 
 

37,199 
－ 
 

11,638,219 11,750,414 112,194 

5,577 
556,436 

5,577 
566,344 

－ 
9,908 

資産計 18,462,678 18,622,134 159,455 

（1) 預金 
（2) 譲渡性預金 
（3) コールマネー及び売渡手形 
（4)  売現先勘定 
（5) 借用金 
（6) 外国為替 
（7) 短期社債 
（8) 社債 
（9) 信託勘定借 

12,838,183 
2,408,471 
226,875 
121,986 
935,823 

70 
331,660 
682,769 
408,925 

12,859,797 
2,408,471 
226,875 
121,986 
946,216 

70 
331,660 
696,958 
408,925 

   21,614 
－ 
－ 
－ 

10,393 
－ 
－ 

14,189 
      － 

負債計 17,954,766 18,000,963 46,196 

デリバティブ取引（＊３） 
ヘッジ会計が適用されていないもの 
ヘッジ会計が適用されているもの 

 
123,199 
125,916 

 
123,199 
125,916 

 
－ 
－ 

デリバティブ取引計 249,115 249,115 － 

(＊１) 現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に関する貸倒引当金については、重要
性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。 

(＊２) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 
(＊３) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示してお

ります。デリバティブ取引によって生じた債権・債務は純額で表示しており、正味の資産でありま
す。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 
 資 産 
（1)現金預け金 
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間（１年以内）であ
るものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。 

（2) コールローン及び買入手形、（3)買現先勘定、及び（4)債券貸借取引支払保証
金 
これらについては、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（5)買入金銭債権 
買入金銭債権のうち、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格のあ
るものについては、当該価格を時価としております。 
上記以外のものについては、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フ
ローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。 

（6)特定取引資産 
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価
格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。 
短期社債は、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。 

（7)金銭の信託 
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において運用されている有価証券につ
いては、取引所の価格を時価としております。 
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関係）」
に記載しております。 

（8)有価証券 
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金
融機関から提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている
基準価格を時価としております。 
自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ･
フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。 
変動利付国債の時価については、合理的に算定された価額をもって時価としております。
当該合理的に算定された価額は、当社から独立した第三者の価格提供者により提示された
ものであり、割引現在価値やオプション価格計算モデル等に価格決定変数である国債の利
回り及びスワップションのボラティリティ等を投入することにより算定されております。 
海外クレジット投資関連の資産担保証券の一部については、合理的に算定された価額をも
って時価としております。対象となる有価証券は、海外の住宅ローン債権担保証券、クレ
ジットカード債権担保証券等の一部であり、これらの商品にかかる経営者の合理的な見積
りに基づく合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは割引現在価
値、価格決定変数はデフォルト率、回収率、期限前償還率及び割引率等であります。 
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「（有価証券関係）」に記載しており
ます。 

（9)貸出金 
法人向けの貸出金については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同
様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。個人
向けの貸出金のうち固定金利によるものについては、貸出条件、期間に基づく区分ごとに、
元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定
しております。変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映することに加え、
当該貸出を担保・保証の範囲内に限るなどの特性を有しており、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。 
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けて
いないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似して
いるものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。 
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フロ
ーの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定している
ため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控
除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 
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 （10)外国為替 
外国為替については、外国他店預け、外国他店貸、買入外国為替、取立外国為替でありま
す。これらは、満期のない預け金、又は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（11)リース債権及びリース投資資産 
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定してお
ります。 
 

負 債 
（1)預金 
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と
みなしております。 
円貨固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ･フローを割り引
いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受
け入れる際に使用する利率を用いております。 
外貨固定金利定期預金については、預入期間が短期間（１年以内）のものが大宗を占め、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
変動金利定期預金については、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（2)譲渡性預金 
譲渡性預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。 

（3)コールマネー及び売渡手形、及び（4)売現先勘定 
これらについては、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（5)借用金 
借用金については、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率
で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。残存期間が短期間（１
年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。 
なお、連結される子会社及び子法人等の借用金のうち、変動金利によるものについては、
短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時
価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。 

（6)外国為替 
外国為替のうち、外国他店預りは満期のない預り金であり、また、外国他店借は約定期間
が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 

（7)短期社債 
短期社債については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（8)社債 
当社並びに連結される子会社及び子法人等の発行する社債のうち、市場価格のあるものに
ついては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・
フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定してお
ります。 

（9)信託勘定借 
信託勘定借については満期がなく、また、短期間で金利が変動することから、中間連結決
算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 
 

 デリバティブ取引 
取引所取引については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としており
ます。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により時価を算定し
ております。 
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる主な金融商品は次のとおりであり、金融
商品の時価情報には含まれておりません。 

 （単位：百万円） 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

有価証券 79,335 

非上場株式（＊３) 42,755 

組合出資金 32,820 

  その他（＊３） 3,759 

合計 79,335 

（＊１) 上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２) 連結される子会社及び子法人等株式及び関連法人等株式等は、上記に含めておりません。 
（＊３) 当中間連結会計期間において、非上場株式について 44 百万円、その他について 362 百万円減損

処理を行っております。 
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（有価証券関係） 
 中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含
めて記載しております。 
 

１. 満期保有目的の債券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 

 
種類 

中間連結貸借対表 
計上額（百万円) 

時価（百万円) 差額（百万円) 

時価が中間連結貸借
対照表計上額を 
超えるもの 

国債 174,765 182,831 8,065 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 183,944 214,697 30,752 

  外国債券 178,944 209,694 30,749 

  その他 5,000 5,003 3 

小計 358,710 397,528 38,818 

時価が中間連結貸借
対照表計上額を 
超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 － － － 

その他 17,270 15,655 △1,615 

  外国債券 17,270 15,655 △1,615 

  その他 － － － 

小計 17,270 15,655 △1,615 

合計 375,981 413,183 37,202 
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２. その他有価証券（平成 23 年９月 30 日現在） 

 
種類 

中間連結貸借対表 
計上額（百万円) 

取得原価（百万円) 差額（百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超えるもの 

株式 208,350 147,819 60,530 

債券 1,822,112   1,787,415  34,697 

 国債 1,524,120 1,493,911 30,209 

 地方債 11,487  11,309 178 

 短期社債 － － － 

 社債 286,504 282,194 4,309 

その他 494,839 458,656 36,183 

 外国株式 467 122 345 

 外国債券 377,324 356,976 20,348 

 その他 117,047 101,557 15,489 

小計 2,525,302 2,393,891 131,411 

中間連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超えないもの 

株式 208,786 268,115 △59,328 

債券 664,562 666,291 △1,729 

国債 414,822 414,846 △24 

  地方債 2,563 2,573 △10 

  短期社債 － － － 

  社債 247,176 248,871 △1,694 

その他 267,423 274,809 △7,386 

 外国株式 － － － 

 外国債券 111,484 113,680 △2,196 

 その他 155,939 161,129 △5,190 

小計 1,140,772 1,209,216 △68,444 

合計 3,666,075 3,603,107 62,967 
  

３. 減損処理を行った有価証券 
 有価証券（売買目的有価証券を除く）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原
価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないも
のについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中
間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。 
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式 9,827 百万円であります。また、時価が「著
しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区
分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合とし、
今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ
30％以上下落した場合であります。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取
得原価に比べて 30％以上 50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価
に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。 
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（金銭の信託関係） 
１. 満期保有目的の金銭の信託（平成 23 年９月 30 日現在） 

該当ありません。 
 

２. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 23 年９月 30 日現在） 

 

中間連結貸借 
対照表計上額 
（百万円) 

取得原価 
（百万円) 

差額 
（百万円) 

うち中間連結貸借
対照表計上額が 
取得原価を 
超えるもの 
（百万円) 

うち中間連結貸借
対照表計上額が 
取得原価を 
超えないもの 
（百万円) 

その他の 
金銭の信託 

12,000 12,000 ― ― ― 

（注）当中間連結会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。 
 
 
（１株当たり情報） 
 １株当たりの純資産額 659 円 37 銭 
 １株当たり中間純利益金額          26 円 49 銭 
  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株
式が存在しないため記載しておりません、 
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